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香川県教育委員会１２月定例会会議録 

 

１．開催日時  令和５年１２月２０日（水） 

開 会  午前９時３０分 

閉 会  午前１１時２１分 

 

２．開催場所  教育委員室 

 

３．教育委員会出席者の氏名 

教 育 長  淀 谷 圭 三 郎 

委 員  藤 澤  茜 

委 員  木 下 敬 三 

委 員  蓮 井 明 博 

委 員  鳥 取 美 穂 

委 員  持 田 め ぐ み 

 

４．教育長及び委員以外の出席者 

教育次長(兼)政策調整監 白 井 道 代 

教育次長 三 好 健 浩 

総務課長 近 藤 高 弘 

高校教育課長 吉 田  智 

保健体育課長 渡 邉 浩 司 

生涯学習・文化財課長 佐 々 木 隆 司 

義務教育課教育情報化推進室長 高 尾 明 博 

政策主幹(兼)総務課副課長 宮 西 正 博 

義務教育課副課長 北 村  至 

高校教育課副課長 森  総 子 

総務課長補佐 本 田 実 治 博 

義務教育課長補佐(兼)主任管理主事 藤 井 祐 治 

高校教育課長補佐 西 山  聡 

高校教育課長補佐 明 石  亨 

高校教育課長補佐(兼)主任指導主事 橘  正 隆 

保健体育課主任指導主事 橘  和 代 

総務課副主幹 猪 池 美 智 子 

総務課主任 白 井 隆 司 

総務課主任 田 中 一 成 

義務教育課教育情報化推進室主任 伊 藤 雅 人 

高校教育課主任 鎌 田 由 江 

保健体育課指導主事 黒 川 真 美 
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保健体育課指導主事 大 麻 弘 善 

義務教育課主任主事 宮 本 将 弘 

 

傍聴人 ２名 

 

５．会議録の承認 

１０月２６日に開催した定例会の会議録署名委員の木下委員から、同定例会の会

議録について適正に記載されている旨報告。 

 

各委員に諮り、これを承認した。 

 

１１月６日に開催した定例会の会議録署名委員の蓮井委員から、同定例会の会議

録について適正に記載されている旨報告。 

 

各委員に諮り、これを承認した。 
 

６．非公開案件の決定 

教育長から、本日の議題のうち、第７号は、教育委員会において会議を公開しな

いことと定めているもののうち、｢個人に関する情報であって、公にすることによ

り、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの｣及び｢県の機関が行う事務に

関する情報であって、公にすることにより人事管理に係る事務に関し、公正かつ円

滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあること｣に、その他事項３は、｢国の機関

が行う事務に関する情報であって、公にすることにより調査研究に関する事務に関

し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの」に該当するた

め、非公開としたい旨を発議。 

 

各委員に諮り、非公開とすることに決した。 

 

７．議  案 

○議案第１号 専決処分事項の承認（令和５年１１月香川県議会定例会に提案され

た教育委員会関係議案（追加提案分）に対する意見について） 

総務課長から、令和５年１１月香川県議会定例会に追加で提案された教育委員

会関係議案（令和５年度１１月補正予算議案（追加その１）、香川県ＧＩＧＡス

クール構想加速化基金条例議案、公立学校職員の給与に関する条例及び一般職の

任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案、職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例議案、知事等の給与、旅費及び退職手当に関する

条例の一部を改正する条例議案）に係る地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２９条に規定する教育委員会の意見について、議会日程等の関係上、教育長
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の専決により異議のない旨、申出を行ったことについて諮る旨、説明。 

 

【質疑】 無し 

 

   各委員に諮り、原案のとおり可決した。 

 

○議案第２号 公立学校職員の給料等の支給に関する規則の一部改正について 

総務課長から、公立学校職員の給料等の支給に関する規則について、「公立学

校職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部

を改正する条例」が施行されることに伴い所要の改正を行うことについて諮る旨、

説明。 

 

【質疑】 無し 

 

   各委員に諮り、原案のとおり可決した。 

 

○議案第３号 公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改

正について 

総務課長から、公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則につ

いて、「公立学校職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を改正する条例」が施行されることに伴い所要の改正を行うこと

について諮る旨、説明。 

 

【質疑】 無し 

 

   各委員に諮り、原案のとおり可決した。 

 

○議案第４号 期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 

総務課長から、期末手当及び勤勉手当に関する規則について、「公立学校職員

の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例」が施行されることに伴い所要の改正を行うことについて諮る旨、説明。 

 

【質疑】 無し 

 

   各委員に諮り、原案のとおり可決した。 

 

○議案第５号 香川県学校教育情報化推進計画（案）について 
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教育情報化推進室長から、香川県学校教育情報化推進計画（案）について諮る

旨、説明。 

 

【質疑】 

＜藤澤委員＞学校のパソコンを家庭に持って帰っている子供が多いと聞くが、学校

のパソコンを夜遅くまで使っている子がいて、学校の物なので親として強く言え

ないという相談があった。家庭との連携はどのように考えているのか。 

＜教育情報化推進室長＞推進計画では学校での使用を重点的に記述している。家庭

との連携については、市町ではフィルタリングをかけるなど持ち帰りの際のルー

ルを設定していると聞いている。市町の取組み事例を横展開し、市町で大きな違

いがないようにしたいと考えている。 

＜蓮井委員＞ハード面の推進とともに、ソフト面をどうコーディネートしていくか

がポイントになると思うが、計画上ではその表現が難しいので、ソフト面の充実

を意識してほしい。 

＜教育情報化推進室長＞ＩＣＴ教育と先生方がこれまで行ってきた実践をベストミ

ックスし、よりよい形でＩＣＴの活用ができるよう、ソフト面についてもこの計

画に盛り込んでいる。 

＜教育長＞運用のルールを言われることがあるが、例えば県立学校であれば２９通

りあるのか。 

＜高校教育課長＞はい。学校ごとに定めている。 

＜教育長＞どのようになっているのか中々イメージしにくい。小・中学校であれば

１５０通り・６０通りくらいあるのかという話になると思うので、横展開の際は

情報を流してあげないと難しい気がする。計画は計画でよいが、実際に動かして

いくときのルールや仕組みはどのように考えているのか。 

＜高校教育課長＞県立学校は学校によって使い道や方向性が違うため、学校ごとに

適切に定めている。共有については、学校の情報担当者のプロジェクトチームに

よる会議を定期的に開催しており、色々な情報共有や業者を呼んでの勉強会を実

施している。 

＜教育長＞色々取り組んでいるかもしれないが、県民はどのようなルールになって

いるのか見えにくい。県民にわかってもらうようにしないと、何をしているのか

ということになるので、今後議論してほしい。 

＜木下委員＞運用のルールは県下で統一できないのか。統一できれば教師が異動し

てもどこでも同じようにできると思う。 

＜教育情報化推進室長＞小・中学校については市町教育委員会が所管しているが、

市町単位ではまとまっており、大きな違いはない。高校のプロジェクトチームの

話が出たが、小・中学校でもＩＣＴ担当者が県教育委員会と意見交換を行う場を

今年度は６回予定している。市町の独自性もあり、県が一律にというのは言って
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いないが、お互いのルールを共有している。 

＜教育長＞世間の人にわかってもらえるような発信、ガイドラインのようなものは

あっていいと思う。 

＜藤澤委員＞保護者は市町での違いなどに敏感なので、周知があったらいいと思う。 

＜鳥取委員＞数値目標はいいと思うが、効果などは年度ごとに検証するのか。 

＜教育情報化推進室長＞年度ごとに検証し、データを把握する体制を整えている。 

 

   各委員に諮り、原案のとおり可決した。 

 

○議案第６号 香川県立学校の管理運営に関する規則の一部改正について 

高校教育課長から、香川県立学校の管理運営に関する規則の一部改正について

諮る旨、説明。 

 

【質疑】 

＜教育長＞「協力者」というのはどのような者なのか。 

＜高校教育課長＞民法で定める保証人ではなく、あくまで協力を行う者として実態

に応じて改められた。 

＜教育長＞これは授業料の話か。 

＜高校教育課副課長＞はい。 

 

   各委員に諮り、原案のとおり可決した。 

 

○議案第７号 教職員の懲戒処分について（非公開案件） 

 

   各委員に諮り、原案のとおり可決した。 

 

８．その他事項 

○その他事項１ 学校徴収金等の不適正な会計処理に係る再発防止策について 

 高校教育課長から、学校徴収金等の不適正な会計処理に係る再発防止策につい

て説明。 

 

 【質疑・意見交換】 

＜蓮井委員＞要綱第１７条第３項の規定で、高校教育課や特別支援教育課が「検査

をすることができる」と「できる」規定になっており、検査しなくてもいいとの

解釈もできると思うがどうか。 

＜高校教育課副課長＞学校徴収金は元々学校内部の者のみが関係し、外部の者は想

定していない。高校教育課としても権限がないものとの考えから、四半期ごとに
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書類を提出させることにより検査を行うこととしている。「できる」規定だが、

実際には四半期ごとに検査を行っていく。 

＜蓮井委員＞「できる」規定だと少し腰が引けたように感じるが、学校を守る立場

として正々堂々と向き合っていただきたい。もう１点、四半期ごとに書類を提出

させるということは時期が特定されるため、予告なしの検査も考えてもらいたい。 

＜高校教育課副課長＞はい。 

＜木下委員＞検査により一つ仕事が増えることになるが、何か仕組みができないの

か。 

＜高校教育課長＞現地に出向き、実際に通帳などの管理状況を確認することが大切

と考えている。 

 

○その他事項２ 「魅力あふれる県立高校推進ビジョン」の見直しについて 

 高校教育課長から、「魅力あふれる県立高校推進ビジョン」の見直しについて

説明。 

 

 【質疑・意見交換】 無し 

 

○その他事項３ 令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果（香川県の

概要）及び令和５年度香川県体力・運動能力調査結果の概要につ

いて（非公開案件） 

 

○その他事項４ 令和４年度学校保健統計調査結果の概要について 

 保健体育課長から、令和４年度学校保健統計調査結果の概要について説明。 

 

 【質疑・意見交換】 

＜木下委員＞保護者の意識改革が重要だと思うがどうか。 

＜保健体育課長＞学校で配布する保健だよりなどを通じて周知していきたい。 

＜持田委員＞この調査の耳の疾患には難聴も入っているのか。 

＜黒川指導主事＞難聴は入っていない。 

 


